
吸収合併に関する事後開示書面 

（会社法第８０１条第１項及び会社法施行規則第２００条に基づく開示事項） 

 

２０２５年１２月１日 

 

東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 

株式会社ＳＨＩＦＴ 

代表取締役社長 丹下 大 

 

株式会社ＳＨＩＦＴ（以下「当社」といいます。）は、２０２５年１０月１４日付で株式

会社ＫＩＮＳＨＡ（以下「ＫＩＮＳＨＡ」といいます。）との間で締結した吸収合併契約（以

下「本吸収合併契約」といいます。）に基づき、２０２５年１２月１日を効力発生日として、

当社を吸収合併存続会社、ＫＩＮＳＨＡを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸

収合併」といいます。）を行いました。 

本吸収合併に関し、会社法第８０１条第１項及び会社法施行規則第２００条により開示

すべき事項は、以下のとおりです。 

 

１． 吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第２００条第１号） 

２０２５年１２月１日 

２．吸収合併消滅会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第２００条第２号） 

(1) 会社法第７８４条の２の規定による請求（差止請求）に係る手続の経過 

ＫＩＮＳＨＡは、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

(2) 会社法第７８５条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過 

ＫＩＮＳＨＡは、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

(3) 会社法第７８７条（新株予約権買取請求）の規定による手続の経過 

ＫＩＮＳＨＡは、新株予約権を発行していませんでしたので、該当事項はありません。 

(4) 会社法第７８９条（債権者の異議）の規定による手続の経過 

ＫＩＮＳＨＡは、会社法第７８９条第２項及び第３項の規定に従い、２０２５年１０

月２２日付の官報及び電子公告により債権者に対する公告を行いましたが、申述期限

までに異議を述べた債権者はいませんでした。 

３．吸収合併存続会社における次に掲げる事項（会社法施行規則第２００条第３号） 

(1) 会社法第７９６条の２（差止請求）の規定による請求に係る手続の経過 

本吸収合併は、会社法第７９６条第２項本文に規定する場合（簡易合併）に該当する

ため、当社の株主は、会社法第７９６条の２に規定する差止請求をすることができませ

ん。 



(2) 会社法第７９７条（反対株主の株式買取請求）の規定による手続の経過 

吸収分割承継会社は、会社法第７９７条第３項の規定に基づき、２０２５年１０月

２２日に株主に対し通知いたしましたが、反対株主による株式買取請求はありません

でした。 

(3) 会社法第７９９条（債権者の異議）の規定による手続の経過 

当社は、会社法第７９９条第２項及び第３項の規定に従い、２０２５年１０月２２日

付の官報及び電子公告により、債権者に対する公告を行いましたが、申述期限までに異

議を述べた債権者はいませんでした。 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に

関する事項（会社法施行規則第２００条第４号） 

当社は、本吸収合併の効力発生日である２０２５年１２月１日をもって、KINSHA か

らその資産、負債その他の権利義務の一切を承継しました。 

５．会社法第７８２条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載され

た事項（会社法施行規則第２００条第５号） 

別紙のとおりです。 

６．会社法第９２１条の変更の登記をした日（会社法施行規則第２００条第 6 号） 

２０２５年１２月１日 

７．上記に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第２００条第

7 号） 

該当する重要な事項はありません。 

以上 

  



別紙  



吸収合併に関する事前開示書面 

（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づく開示事項） 

 

2025 年 10 月 22 日 

 

京都市下京区室町通五条上る坂東屋町２６７番 

株式会社ＫＩＮＳＨＡ          

代表取締役  坂 田 晋 一   

 

株式会社 KINSHA（以下「当社」といいます。）は、当社を吸収合併消滅会社、株式会社

SHIFT（以下「SHIFT」といいます。）を吸収合併存続会社として、2025 年 12 月１日を効

力発生日として、吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）を行うことを決定し、2025

年 10 月 14 日付で、両者の間で吸収合併契約（以下「本吸収合併契約」といいます。）を締

結しました。 

本吸収合併に関し、会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 182 条により開示すべ

き事項は、以下のとおりです。 

なお、本吸収合併は、当社においては、会社法第 784 条第１項に規定する略式合併とな

ります。 

 

１． 吸収合併契約の内容（会社法第 782 条第１項第１号） 

別紙のとおりです。 

 

２． 合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第１号） 

吸収合併存続会社である SHIFT は、吸収合併消滅会社である当社の完全親会社であ

ることから、本吸収合併に際して、合併対価として株式又はこれに代わる金銭等の交付

は行いません。 

 

３． 合併対価について参考となるべき事項（会社法施行規則第 182 条第１項第２号） 

該当事項はありません。 

 

４． 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第３号） 

該当事項はありません。 

 

５．計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第４号） 

(1) 吸収合併存続会社（SHIFT）についての次に掲げる事項 

ア 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出してお



ります。最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証

券報告書等の開示書 類に関する電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によりご覧いた

だけます。 

イ 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

ウ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システ

ム （EDINET）により閲覧可能な有価証券報告書に記載の「重要な後発事象」に

記載の事項と以下の通りでございます。 

当社子会社（DICO 株式会社）による株式会社モズーの株式取得（子会社化）お

よび事業の継承 

株式会社インフラトップの全事業（教育事業および人材関連事業）を吸収分割に

より継承する新設会社の株式取得（子会社化） 

株式分割及び定款の一部変更 

海外子会社設立 

譲渡制限株式ユニット制度に基づく自己株式処分 

子会社設立 

組織再編（当社子会社間の吸収合併および当社子会社株式の移転） 

当社子会社の吸収合併 

株式会社ライズ・コンサルティング・グループの株式取得（持分法適用会社化）

及び資本業務提携契約締結 

株式会社メディアドゥとの資本業務提携 

コムウェア株式会社との資本業務提携 

当社子会社（ALH 株式会社）によるクリブネット有限会社の株式取得（子会社化） 

当社子会社（ALH 株式会社）による株式会社データウェイ・システムズの株式取

得（子会社化） 

 

 

(2) 吸収合併消滅会社（当社）の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重

大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

６． 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社（SHIFT）の債務の履行の見

込みに関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第５号） 

本吸収合併の効力発生日 SHIFTの収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、

SHIFT の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりませ

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/f36c3ac8/7294/4517/8c44/8de669b2036c/140120241224543829.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/f36c3ac8/7294/4517/8c44/8de669b2036c/140120241224543829.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/b9c185ea/c3b7/4325/9091/1a36a2b8119f/140120241224543828.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/b9c185ea/c3b7/4325/9091/1a36a2b8119f/140120241224543828.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/713cd9b2/5e27/433f/a9b1/006bea50dd12/140120241224543795.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/3596fefa/82ef/458f/b129/277c4a3a070c/140120250128556358.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/e812eed6/d9ba/483c/bebb/ae48964951a6/140120250128556373.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/283068d9/9f91/42d6/9657/20fceb9ded12/140120250225581789.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/6a5f078c/5817/4b3c/8d81/f2b00c1e7988/140120250328503481.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/cd1cf5c0/c234/4469/b920/d6901070e13c/140120250328503479.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/4c8d2342/5fcb/4a96/975a/1c3d0121762e/140120250404509235.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/4c8d2342/5fcb/4a96/975a/1c3d0121762e/140120250404509235.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/cd5d9741/19dd/4a4a/a87f/e64107dc353d/140120250710511514.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/5e36f088/2199/4721/9c34/0e4bf1a9f137/140120250807534661.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/54065956/46ed/412d/bb89/dd8afb0222d9/140120250829549705.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/737366a4/560c/411f/be95/5c23b9204863/140120250930565294.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/737366a4/560c/411f/be95/5c23b9204863/140120250930565294.pdf


ん。したがいまして、本吸収合併の効力発生日以後における SHIFT の債務について履

行の見込みがあると判断いたします。 

以上 



別紙 

 



 

 

吸 収 合 併 契 約 書 

 

株式会社SHIFT（以下「甲」という｡）および株式会社KINSHA（以下「乙」という。）は、

甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社とする甲乙間の合併に関し、次のとお

り契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（合併の方法） 

第１条 甲および乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下

「本合併」という。）する。 

２．本合併を行う吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社の商号および住所は、次の

とおりである。 

（１）吸収合併存続会社 

商号：株式会社SHIFT 

所在地： 東京都港区麻布台一丁目３番１号 

（２）吸収合併消滅会社 

商号： 株式会社KINSHA 

所在地： 京都市下京区室町通五条上る坂東屋町267番 

 

（本合併に際して交付する金銭等） 

第２条 甲は、本合併に際して、乙の株主に対して、株式、金銭、その他一切の対価を交

付しない。 

 

（資本金及び準備金の額等） 

第３条 合併により増加すべき甲の資本金及び準備金の額等に関する事項は、次のとお

りとする。 

１ 増加資本金の額 金０円 

２ 上記以外の準備金その他の増加額 会社計算規則に従い、甲が定める。 

 

（効力発生日） 

第４条 本合併が効力を生じる日（以下「効力発生日」という。）は、２０２５年１１月

３０日付株式会社ＳＨＩＦＴを承継会社、株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタル

を分割会社とする吸収分割により、株式会社 SHIFT が乙の完全親会社となることを

条件とし、２０２５年１２月１日とする。ただし、合併手続きの進行に応じ必要があ

るときは、甲および乙が協議のうえ、これを変更することができる。 

 



（権利義務全部の承継） 

第５条 甲は、本合併により、効力発生日において、乙の資産、負債その他一切の権利義

務（乙とその従業員との雇用契約及びこれに付随する権利義務を含む。）を承継する。 

 

（会社財産の管理等） 

第６条 甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで善良なる管理者の注意をも

ってそれぞれ業務を執行し、かつ一切の財産管理の運営をするものとし、その財産お

よび権利義務に重要な影響を及ぼす行為を行う場合には、あらかじめ甲および乙間

で協議のうえ、相手方の同意を得て行うものとする。 

 

（合併承認決議） 

第７条 甲および乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ本契約の承認および本合併に

必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。 

 

（合併条件の変更、合併契約の解除） 

第８条 本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事

由により、甲および乙の資産もしくは経営状態に重要な変動を生じたときは、甲およ

び乙が協議のうえ合併条件を変更し、または本契約を解除することができる。 

 

（合併契約の効力） 

第９条 本契約は、効力発生日の前日までに、甲または乙の本契約について第７条に定め

る承認が得られない場合、前条に従い本契約が解除された場合、または法令に定める

関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

（本契約規定以外の事項） 

第10条 本契約に定めるもののほか、本合併に関し必要な事項は本契約の趣旨に従って

甲および乙が協議のうえこれを決定する。 

 

 

  



 

  

 以上のとおりの契約を締結したので、本契約書１通を作成し、甲が原本を保有し、乙が

写しを保有するか、又は、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後、電子署名を

施して、各自その電磁的記録を保管する。 

 

 ２０２５年１０月１４日 

 

 

甲  東京都港区麻布台一丁目３番１号  

株式会社SHIFT  

代表取締役 丹下 大  

 

 

    乙  京都市下京区室町通五条上る坂東屋町267番 

              株式会社KINSHA 

       代表取締役 坂田 晋一 


























































